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誰もが住みたく なるまちへ

大津町のこ んなこ と が決まり まし た
９ 月定例会議

会期期間１５ 日間  ９ 月２ 日～９ 月16日

９ 月定例会の議案等は

　 　 予算………………………  9 件

　 　 決算………………………  8 件

　 　 条例………………………  2 件

　 　 人事………………………  1 件

　 一般会計、 特別会計及び公営企業会計の全会計を審査し た結果、 いずれも 法令・ 条例等に基づいた財政運営で

あり 予算の趣旨に沿い適正に行われ不適切等の支出はなかっ た。

決算審査に当たり 、 大津町の財政状況を 分析し た結果、 経営収支比率や財政力指数等県下4 6市町村の中でも

極めて健全な状況であり 、 また、 国が示す地方公共団体の財政の健全性を 示す５ つの指

標（ 実質赤字比率・ 連結実質赤字比率等） も その範囲を 十分ク リ アし ており 特に問題と

なる点はなかっ た。

　 問題と し て、 特に、 一般会計における不用額が多額であり 、 要因と し てコ ロナウイ ル

ス感染症の終息が見通せないなか事業の中止・ 縮小や逓次繰越予算と し て取り 組んだ新

庁舎建設の最終年度の清算で不用額が生じ た面はあるが、 平成2 8 年熊本地震以降膨れ上

がっ た予算額のまま推移し ており 、 現状の予算規模が大津町の身の丈にあっ た額なのか

精査・ 検証する必要があるのではないか。

　 なお、 令和3 年度決算審査結果及び監査委員意見等の詳細については、

大津町ホームページでご確認く ださ い。

～令和3 年度の決算審査結果について～

pick up 1　 肥後大津駅周辺再整備

南阿蘇鉄道の乗り入れを見据えた

観光客に素通り さ せない仕組みづ

く り や、 観光客や地元住民が使い

やすく 利便性の高い場所と なる 拠

り 所づく り 、 公共交通機関利用に

おける道路拡張や安心安全な場所

づく り が入ることを期待します。

駅や駅前が寂れていると 町自体も 同

じ イメ ージになり、人が来なく なる。

駅や周辺に楽し めるお店があり 、観

光客向けの施設があれば寄ってもら

える。町内の高校に通う 生徒が楽し

める 環境を 作るこ と で卒業後も 大

津町に来るきっかけになる。

大津町は他の市町村に比べて手

厚い対応を し て頂いて いま す。

今後は町民が足を 運んで頂く た

めに、 折込チラ シの無料化など

景気回復までのサポート を お願

いし たいです。

熊本県大津町の歴史菓子＜銅銭

糖＞未来へ町の伝統を 守り 伝え

続けられるよう な支援に期待して

います。

今村  昭彦　 代表監査委員

pick up 2　 小規模事業者支援

黒川  卓臣さん（  室 ） 寺門  政信さん（  新 ）

浪花屋本店七代目店主

古庄  智子さん（  室 ）

聖地中津から あげ ぶんごや店主

坂田  英樹さん（  室 ）

予　 算予　 算

1,70 0 万円

3 , 8 0 0 万円

く ろ かわ たかおみ

ふるし ょ う さ と こ さ か た　 ひで き

てら かど まさ のぶ

予算の現状は身の丈にあった額なのか、精査・ 検証が必要

※１ 　 経常収支比率： 一般家庭で言う と ころの「 エンゲル係数」 のよう なも の

※２ 　 実質赤字比率： 家計に例えると「 一年間の給料」 に対する「 年間収支の赤字」 がどれく らいあるか示すも の
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いまむら 　  あきひこ

ひと 口メ モ

（ 発言の一部を抜粋して掲載しています）

議 員 の 視 点
本会議動画配信
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議員の賛否を公開し ます
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上程さ れた議案・ 概要

一般会計決算

国民健康保険特別会計決算

介護保険特別会計決算

後期高齢者医療特別会計決算
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※議長は議事進行を行う ため賛否表明はし ません。 賛否の分かれた議案のみ掲載し ています。
■賛否表　 　 ○は（ 賛成）　 　 ●は（ 反対）　 　 棄は（ 棄権）　 　 欠は（ 欠席）　 　 早は（ 早退）

　 その他の議案については議会ホームページをご覧く ださ い。

大津町議会 検 索
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　 　 指定管理者制度に移行する前に予算を 計上している。

今まで個別の設備について専門家の見地に基づき必要かつ

定期的な点検ができていなかった。今後は定期的な保守点

検を実施する。

　 　 体育施設の中で10 年以上保守点検を行ってい

なかっ た設備があると の説明があっ た。安心安全

に使える点検体制と 周期はどう なっていたのか。

問 答

　 　 個人の方に支援と いう こ と は厳し い状況だが、３ 戸以

上の農家で組織をしていただく と 農業機械の導入等補助制

度も あるので、しっかり 周知していく 。

　 　 認定農家に対しては手厚い助成金などの支援

があるが、認定農家以外の支援策について検討は

さ れているか。

問 答
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　 　 虐待関連の問題案件が増えており 、早期発見、早期解

決のために職員も 一緒に対応していく 必要がある。障害福

祉サービスの受付件数、対応の増加も ある。

　 　 福祉課の時間外手当が増額になっているが虐

待案件が増えている 要因や、困難事例はどのよう

なこと か。

問 答
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　 　 熊本県が骨髄移植をさ れる方の休業補償補助の制度
を創設さ れた。
菊池郡市の2 市2 町もこのタイミ ングで制度を設ると 聞いて
いる。
支援は、今年の4月以降のド ナーが対象と なる。
制度の周知に努めてまいりたい。

　 　 新規事業である骨髄移植ド ナー支援補助金に

ついて制度創設の経緯は。他の自治体では先行し

ていると ころも ある。支援をさ かのぼって受けるこ

と はできるのか。

問 答佐
藤
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　 　 売上げの多少にかかわらず全ての事業者に影響がある

と いう こと から 、町内に事業所を有する従業員2 0人以下の

事業所76 0 件を対象としている。

今回は対象者が多いこと から 総合的な判断で一律５ 万円の

支援をさ せていただく 。

　 　 大津町小規模事業者経営継続支援金につい

て、農業者に対しては、売上げに応じ て上限１０ 万

円まで補助が出たが、今回、一律５ 万円と いう こ と

で、どのよう な 根拠で5 万円と いう 金額を 決めたの

か。また、農業者への支援と の整合性は。
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　 　 例年であれば6 億から7 億ぐら いが一般的な繰越額だ
が、庁舎建設の繰越し があり 、約3 億円の不用額が出てい
る。それを差引く と 約1億円程度が通常よりも 多い。
その原因は、コ ロナに関係する事業展開が出来なかったこ
と である。今後のウィ ズコ ロナに向けて当初予算で出来な
かったことを 新たな事業を展開していきたい。

　 　 前年度繰越金確定額が11億円と なっている。

当初予算では1億円と いう こ と であるから10 億円

の差がある。

10 億円の差の内容と いう のは非常に重要である。

明確にするために説明を求める。
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　 　 こ れまで夜間、休日の修繕などの対応で 時間がかか
り 、入居者にご不便をおかけする場合も あった。
近隣の市町村の状況を調査し たと ころ、民間委託などを 導
入しているところも ある。
民間委託をするまでは課題が数多く あるので、一つ一つ解
決し ながら、早期導入ができればと 考えている。

　 　 町営住宅に関する 維持管理の民間委託（ 指定

管理者制） の導入を検討していると のこと だが、現

在の管理状況を 考えれば、早期に専門業者に委託

をし たほう が効果的だと 思う が、スケジュールも 含

めた検討状況は。

問 答
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　 　 ふく し の相談窓口は、相談者が抱える課題の把握、課
題解決ためのプラン作成、相談支援機関等と の連絡調整、
自立し た生活に至るまでの伴走的な支援を行っている。
専門的な知識が求めら れるが、社会福祉士等の国家資格を
所有しており 、その分野に精通しているほか、実務経験も あ
り 、適切に解決さ せること ができる能力がある。

　 　 ふく し の相談窓口の方は、委託し た外部から

派遣さ れた人たち で、役場の正職員ではないので

決定権がない。

果たして、町民から の福祉的な相談や、複雑な相談

などを 適切に解決さ せること ができるのか。

問 答
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